
キャリタス UC 学生エントリーサービス開始に伴う

利用約款改定のお知らせ 

「キャリタス UC」は、新サービス(エントリー機能)を 2018 年 10 月にリリース予定です。それに伴

い、2018 年 10 月 1 日より、「キャリタス UC」利用約款の一部を以下のように改定いたしました。 

改定箇所 

○キャリタス UC 利用約款

■全文

・事業者の表現を学校等の団体（「利用者」）と修正いたしました。

・学生および就職希望者の表現を「学生等」に統一いたしました。

■第 17 条（運営管理者の機密保持義務および個人情報の取扱い）

＜2項を追加＞ 

事業者利用者は、学生等がキャリタス UC エントリー機能を利用した場合に、学生等がキャリタス

UC より登録したエントリーデータを、運営管理者および該当企業に提供するものとします。また、

事業者利用者は学生等がキャリタス UC の機能を利用して企業にエントリーした場合に、運営管理者

および該当企業に登録したエントリーデータを提供することについて、学生等より適切な同意を受け

ていることを保証するものとします。 

2 項の追加により、これ以降の項番を修正 

3 項⇒4 項 

4 項⇒5 項 

5 項⇒6 項 

6 項⇒7 項 

7 項⇒8 項 

8 項⇒9 項 



■第 17 条（運営管理者の機密保持義務および個人情報の取扱い） 

4 項 

＜変更前＞ 

※登録情報は、「学校サイト管理」より随時、変更・追加ができます。登録情報の開示、利用目的の通知、

訂正、追加または削除および利用または提供の拒否等の問い合わせは以下にご連絡下さい。 

 

＜変更後＞ 

※登録情報は、「学校サイト管理」より随時、変更・追加ができます。利用目的の通知、登録情報の開示、

訂正、追加または削除、および登録情報の利用または提供の拒否等の問い合わせは以下にご連絡下さい。 

 

 

■第 17 条（運営管理者の機密保持義務および個人情報の取扱い） 

5 項 

＜変更前＞ 

運営管理者は、学生等の登録情報を適正に管理し、キャリタス UC サービス終了時まで保持した後、

適正に廃棄するものとします。 

 

＜変更後＞ 

運営管理者は、学生等の登録情報をキャリタス UC サービス終了時または、卒業後 6 年まで適正に管

理するものとします。卒業後6年を超える学生等の登録情報は、利用者への通知を以って破棄します。 

卒業年が不明なまま長期間放置されている学生等の登録情報については、キャリタス UC への登録後

12 年を経過後破棄します。 

なお、学生等が卒業したにも関わらず、卒業生への移行等を行わず長期間放置した結果生じた一切の

損害については、運営管理者は賠償責任を負わないものとします。 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ご質問・ご確認等は、弊社営業担当もしくはキャリタス UC カスタマーサポート 

（ メールアドレス： uc-school@disc.co.jp ）までお問い合わせください 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


